
 

250 

 

３ ロジックモデル 

 

 

番号 番号 番号

A 退院支援担当者研修の実施 ① 退院支援を担う人材の育成

D 診療情報共有システム構築の推進 指標 退院支援担当者を配置している医療機関数

L 在宅医療を担う多様な人材の育成 指標 退院支援を実施している医療機関数 ●

D 診療情報共有システム構築の推進 再掲 ② 病院における在宅医療支援の充実

B

在宅患者が、病状の変化により一時的に在宅での

療養が困難になった場合の病院又は診療所と患者

の入退院調整

指標 退院支援担当者を配置している医療機関数

再掲

T 地域ケア会議の設置・運営の支援 指標 退院支援を実施している医療機関数 再掲

B

在宅患者が、病状の変化により一時的に在宅での

療養が困難になった場合の病院又は診療所と患者

の入退院調整

再掲

③
患者情報の共有による病院とかかりつけ医との連

携体制の構築

D 診療情報共有システム構築の推進 再掲

C 退院支援ルール（二次医療圏ごと）の策定支援

E
医療機関や訪問看護ステーションの連携支援、連

携強化

F
在宅医療研修会の開催や在宅医療を受ける患者情

報共有の取組支援
④ 在宅医療を担う医療従事者の育成

G 在宅医療連携推進会議部会の開催 指標 訪問診療を実施している医療機関数 ●

H 積極的に在宅医療を担う医療機関の位置づけ 指標 往診を実施している医療機関数 ●

J 在宅医療を実施する医師に対する研修等の支援 指標 訪問診療を受けた患者数 ●

L 在宅医療を担う多様な人材の育成 再掲

M 在宅医療と介護の連携を担う人材の育成

T 地域ケア会議の設置・運営の支援 再掲

F
在宅医療研修会の開催や在宅医療を受ける患者情

報共有の取組支援

再掲

⑤

看取りに対応できる医療従事者の育成及び在宅看

取りを実施する医療機関（病院・診療所）数の増

加

G 在宅医療連携推進会議部会の開催
再掲

指標
在宅看取り（ターミナルケア）を実施している医

療機関数
●

H 積極的に在宅医療を担う医療機関の位置づけ 再掲 指標 在宅ターミナルケアを受けた患者数 ●

L 在宅医療を担う多様な人材の育成 再掲 指標 看取り数（死亡診断のみの場合を含む） ●

M 在宅医療と介護の連携を担う人材の育成 再掲

T 地域ケア会議の設置・運営の支援 再掲

K

ACPの普及啓発を兼ねたエンディングノートの作

成支援及び意思決定支援を行う医療関係者への研

修実施

R 訪問歯科診療研修の実施

医療・介護従事者への口腔ケアに関する普及啓発

在宅療養高齢者に対する歯科医療体制について関

係団体と検討
指標 在宅療養支援歯科診療所数

F
在宅医療研修会の開催や在宅医療を受ける患者情

報共有の取組支援

再掲
指標 訪問歯科診療を実施している歯科医療機関数

G 在宅医療連携推進会議部会の開催 再掲

H 積極的に在宅医療を担う医療機関の位置づけ 再掲

L 在宅医療を担う多様な人材の育成 再掲

M 在宅医療と介護の連携を担う人材の育成 再掲

T 地域ケア会議の設置・運営の支援 再掲 指標 訪問歯科衛生指導を実施している歯科医療機関数

S 歯科衛生士の訪問指導に関する研修

P
県薬剤師会と連携し、在宅医療に参加する薬剤師

を育成
⑧

訪問薬剤指導を実施する人材の育成及び薬局にお

ける在宅医療を担う医療従事者の育成

F
在宅医療研修会の開催や在宅医療を受ける患者情

報共有の取組支援
再掲 指標

在宅療養患者に対する薬学的管理・指導を年10回

以上実施している薬局数
G 在宅医療連携推進会議部会の開催 再掲

H 積極的に在宅医療を担う医療機関の位置づけ 再掲 ⑨

訪問診療、往診を実施する医療機関など、山間へ

き地における在宅医療を実施する医療従事者の負

担の軽減

L 在宅医療を担う多様な人材の育成 再掲 指標 訪問診療を実施している医療機関数 再掲

M 在宅医療と介護の連携を担う人材の育成 再掲 指標 往診を実施している医療機関数 再掲

T 地域ケア会議の設置・運営の支援 再掲 指標 訪問診療を受けた患者数 再掲

指標 在宅療養支援診療所（病院）数

W オンライン診療の推進に係る取組み

E
医療機関や訪問看護ステーションの連携支援、連

携強化

再掲
⑩

（24時間対応できる）訪問看護事業所（ステー

ション）の充実

N
訪問看護師の人材育成や事業に関する相談窓口の

設置
指標 訪問看護事業所数 ●

O 訪問看護事業所の地域偏在解消に向けた取組み 指標 機能強化型訪問看護事業所数 ●

指標 訪問看護利用者数 ●

I
意見交換の定期的開催、在宅医療に関する情報提

供、データ分析・活用研修会等技術的な支援

U
在宅医療を実施している医療機関、事業所の情報

を県医師会HPで提供

V
在宅医療提供機関に対する業務継続計画（BCP)

策定の啓発 ※●は国の重点指標

⑥ 在宅歯科医療を提供する歯科医療従事者の育成

Q

⑦ 訪問歯科衛生指導を実施する人材の育成

2

在宅医療の４つの機能の整備に

向け、積極的役割を担う医療機

関や在宅医療に必要な連携を担

う拠点を設定

指標 在宅療養後方支援病院数

個別施策 施策の効果 目指す姿

1

在宅療養者のニーズに応じた医

療・介護サービスの連携体制を

構築


